
（様式第 a-6 号別紙 4）（2025.4 改正） 

導入した職場活性化制度の概要票 

①
現
状
・
課
題 

 
□ 計画のとおり 
 
 
 
 
 
 

②
導
入
区
分 

 □メンター制度 
□従業員調査（エンゲージメントサーベイ） 
□1on1ミーティング 

③
導
入
制
度
の

が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
等 

 
（1）制度導入の必須要件 
 
 
□ 【共通項目】制度が適切に実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が、労働協約又は就業規則に明示されていること。 

 メンター制度  従業員調査 
（エンゲージメントサーベイ） 

 1on1ミーティング 

□ 対象労働者に対するキャリア形成
上の課題及び職場における問題の解
決を支援するためのメンタリングの
措置であって、会社や配属部署におけ
る直属上司とは別に指導・相談役とな
る先輩（メンター）が後輩（メンティ）
をサポートするものであること。 

□ 事業主が、対象労働者のエンゲージメン
ト（仕事にやりがい（誇り）を感じ、熱心に
取り組み、仕事から活力を得ている状態や、
企業などの所属組織への貢献意欲を指すも
の。以下同じ。）を測定する調査であって、
組織の課題を可視化し、課題の解決に繋げ
ることを通じて従業員のエンゲージメント
の向上が見込まれるものであり、継続的に
実施されるものであること。 

□ 部下の成長と成果を支援するために、
その直属の上司と部下にあたる者が、１
対１で行う対話方式の面談であること。 
 

□ メンター（外部メンターを除く。）に
対し、民間団体等が実施するメンター
研修、メンター養成講座等のメンタリ
ングに関する知識、スキルの習得を目
的とする講習を受講させること。 
外部メンターを活用する場合は、外

部メンターに係るサービスを業とし
て提供し、メンタリングに関する知
識、スキルを有している者であるこ
と。 

□ 外部機関や専門家の助言・指導のもと導
入されたものであること。 
なお、社会保険労務士法第２条第１項第

１号の２又は第１号の３に基づき、「提出代
行者」又は「事務代理者」として本助成金に
係る支給申請書等の提出を行う社会保険労
務士への委託ではないこと。 
 

□ 1on1 ミーティングを実施する上司に
あたる者は、民間団体等が実施するスキ
ルの習得を目的とする講習を受講させ
ること。 

□ メンター及びメンティに対し、メン
ター制度に関する事前説明を行うこ
と。 

□ 調査の目的、内容、実施頻度、結果のフィ
ードバック等について、調査実施前に予め
適用対象労働者に周知・事前説明を行って
いること。 
 

□ ミーティングは原則、対面での面談方
式（WEB 会議ツールを活用した面談方式
を含む。）により行うこととし、その過程
で電話やメール等の面談以外の方法に
より実施する場合は、面談方式による
1on1 ミーティングを補完する目的とす
ること。 
※ WEB 会議ツールを活用した面談方式
により行う場合は、上司・部下が相互に
表情、顔色、声、しぐさ等を確認できる
ものであって、映像と音声の送受信が常
時安定しかつ円滑であること、面談の内
容が第三者に知られることがないよう
な環境を整備すること等、上司・部下双
方のプライバシーに配慮することなど
が求められる。 

□ メンタリングは原則、対面の面談方
式（WEB会議ツールを活用した面談方
式を含む。）により行うこととし、その
過程で電話やメール等の面談以外の
方法により実施する場合は、面談方式
によるメンタリングを補完する目的
とすること。 
※ WEB会議ツールを活用した面談方
式により行う場合は、メンター・メン
ティが相互に表情、顔色、声、しぐさ
等を確認できるものであって、映像と
音声の送受信が常時安定しかつ円滑
であること、面談の内容が第三者に知
られることがないような環境を整備
すること等、メンター・メンティ双方
のプライバシーに配慮することなど
が求められる。 
 

□ 整備計画期間内に①～⑤までを行ってい
ること。 
① 調査の実施から終了 
② 調査結果の分析・とりまとめ 
③ 適用対象労働者へのフィードバック
（メール・電話等可） 

④ 改善方策の検討・整理 
⑤ 改善方策について適用対象労働者に説 
 明 

 
 



③
導
入
制
度
の

が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
等 

 
 
 メンター制度（続き）  従業員調査 

（エンゲージメントサーベイ）（続き） 
 1on1ミーティング（続き） 

□ メンター研修等を受講期間内にお
ける職員への賃金の他、受講料（入学
金及び教材費を含む。）、交通費、外部
メンターの謝金・委託料等の諸経費を
要する場合は、全額事業主が負担する
ものであること。 

□ 実施にあたり費用が発生する場合、全額
事業主が負担していること。 

□ 適用対象労働者に対して、月に１回以
上実施すること。1on1ミーティングの実
施に必要となるスキルの習得を目的と
した研修の受講期間内における賃金の
他、受講料（入学金及び教材費を含む）、
交通費等の諸経費を要する場合は、全額
事業主が負担するものであること。 
 

□ 調査項目について、 
① 仕事に対するやりがいを測定する項目
or 仕事への熱意を測定する項目 or 仕事
から得る活力を測定する項目or組織が目
指す方向性への理解を測定する項目or従
業員個人の目指す方向性と組織の目指す
方向性との重なりを測定する項目or組織
への貢献意欲を測定する項目orその他、
事業主の抱える課題に対応するために必
要な事項を測定する項目（人間関係、職場
環境、ワークライフバランスに関する項
目などを想定。）から１つ以上を質問項目
として設定すること。 

② 3つ以上の質問項目を設けること。 
③ 趣味・嗜好を尋ねる項目など調査の目
的にそぐわない質問項目が入っていない
こと。 

□ 1on1 ミーティングの実施に必要とな
るスキルの習得を目的とした研修の受
講期間内における賃金の他、受講料（入
学金及び教材費を含む）、交通費等の諸
経費を要する場合は、全額事業主が負担
するものであること。 
 

 
 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
（3）実施対象範囲、人数及び選定基準 

○制度の実施対象者  ：     人 
→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 

 
 
 
 
 
 
（4）導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期  □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）その他 □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 

④
施
行
日
等 

（1）労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日 
→    年   月   日 

 
（2）労働協約又は就業規則に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等） 

→    年   月   日 
 
（3）労働協約又は就業規則の施行日 
→    年   月   日 



【様式第 a-6 号別紙 4（記入上の注意）】 

 
１．「①現状・課題」欄 

・ 職場活性化制度を導入した背景として、現状・課題を記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 
２．「②導入区分」欄  
・ 導入した制度に✓を付してください。 

 
３．「③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」欄 
（1）制度導入の必須要件 

・ 制度導入後の関係書類を全て確認し、共通項目及び導入した制度に係る項目の全てに✓を付してください。なお、あわせて
提出する労働協約・就業規則はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入制度の趣旨・目的と内容、結果の活用方法等を記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 
 

（3）実施対象範囲、人数及び選定基準 
・ 職場活性化制度の適用対象として選定した対象労働者のうち、実際に制度を実施した対象労働者の範囲について、その人数
を記入してください。なお、実際に制度を実施した対象労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その
理由・必要性を記入してください。また、支給要領0203ニ(ｲ)に規定するメンター制度におけるメンター及び0203ニ(ﾊ)に規
定する1on1ミーティングにおける上司は、それらの雇用管理制度における実施の対象者としては算入しません。 

 
（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等
と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者
が、その雇用期間が反復されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用か
ら1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契
約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規
定する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

        （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意
が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約
又は就業規則において職場活性化制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コ
ース）の対象とはなりません。 

 
（4）導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

・ 導入制度を実施した時期と対象者への通知の方法や通知時期を記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 
（5）その他  

・ その他特記事項があれば記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 
４．「④施行日等」欄 
(1)  労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日 
・ 労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を行
った日を記入してください。 

(2)  労働協約又は就業規則に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等） 
・ 労働協約や改正後の就業規則の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入してください。 
(3) 労働協約又は就業規則の施行日  
・ 労働協約や改正後の就業規則を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

 


